
議案第１号 

 

 

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部改正について 

 

 

 

平成 31年３月 19日提出    岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

 

 

第１ 改正の趣旨 

   組織改編に係る職の廃止に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成 12年岩手県条例第 62号）

第２条第２号の規定により規則で定めることとしている適用除外職員につい

て、職の廃止に伴い、岩手県農業研究センターの「副所長」を削除するもの

である。（第２条関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   平成 31年４月１日から施行する。 
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 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成31年３月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部を改正する規則 

 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則（平成12年岩手県人事委員会規則第27号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（適用除外職員） （適用除外職員） 

第２条 条例第２条第２号の人事委員会規則で定める職員は、

次に掲げる職員（専ら試験研究業務に携わる者を除く。）と

する。 

第２条 条例第２条第２号の人事委員会規則で定める職員は、

次に掲げる職員（専ら試験研究業務に携わる者を除く。）と

する。 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 岩手県農業研究センターの副所長、畜産研究所長、畜

産研究所次長、県北農業研究所長及び県北農業研究所次長 

(３) 岩手県農業研究センターの畜産研究所長、畜産研究所

次長、県北農業研究所長及び県北農業研究所次長 

(４)・(５) ［略］ (４)・(５) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
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